
別紙２
手数料算出表

都市計画法施行規則第６０条の規定による証明書の交付手数料

円 １件当たり事務処理時間 １時間当たり人件費

年間給料額÷１，８９１時間

（５，４１８千円）

＝ 120 分 （Ｂ） ＝ 2,865 円 （Ａ）

１件当たり所要給料費

円

円 平成１３年の都市計画法開発許可関連手数料積算根拠を準拠とする。

印刷製本費 円

通信運搬費 円

消耗品費 円

燃料費 円

使用料及び賃借料 円

計 （Ｃ） 円

円

円

手数料算出について
・実例として、平成２６年申請の農業従事者の住宅（面積１３７８．７９㎡）を基に人件費及び物件費を算出
・人件費については、平成２６年度の職員の年間勤務時間及び平均給料額を基に算出
・物件費については、平成１３年の都市計画法開発許可関連手数料積算根拠を準拠し算出
　・物件費内訳
　（１）印刷製本費
　　　・納入通知書代　８０円
　（２）通信運搬費
　　　・事業者との連絡　電話代　３０円×２回＝６０円
　（３）消耗品費
　　　・開発に伴う消耗品費は年３５，０００円とし、年間の実働日数は２４７日とした。
　　  ・３５，０００円÷２４７日＝１４１円÷７．７５時間＝（１８円×１２０分）÷６０＝３６円
　（４）燃料費
　　　・現地調査に要する車の燃料費（平均走行距離１４km÷ℓ当たり１２km＝１．２ℓ）
　　　・１．２ℓ×１２５円×１回＝１５０円
　（５）使用料及び賃借料
　　　・コピー代（用紙含む）　１０円×１枚＝１０円
・人件費及び物件費を算出したところ、手数料額を６，０００円とする。

（３） 36

（４） 150

（５） 10

336

合計

6,066

手数料額

6,000

物件費

336 （１） 80

（２） 60

（ Ｂ ） ÷ ６ ０ × （ Ａ ） ＝ 5,730

区分 １件当たり経費 積 算 内 訳

人件費

5,730



別紙２
手数料算出表

都市計画法施行規則第６０条の規定による証明書の交付手数料

円 １件当たり事務処理時間 １時間当たり人件費

年間給料額÷１，８９１時間

（５，４１８千円）

＝ 10 分 （Ｂ） ＝ 2,865 円 （Ａ）

１件当たり所要給料費

円

円 平成１３年の都市計画法開発許可関連手数料積算根拠を準拠とする。

印刷製本費 円

計 円

円

円手数料額

500

手数料算出について
・実例として、平成２６年の都市計画法第２９条許可不要の集合住宅（面積３６９．０９㎡）を基に人件費及び
物件費を算出
・人件費については、平成２６年度の職員の年間勤務時間及び平均給料額を基に算出
・物件費については、平成１３年の都市計画法開発許可関連手数料積算根拠を準拠し算出
　・物件費内訳
　（１）印刷製本費
　　　・納入通知書代　８０円
・人件費及び物件費を算出したところ、手数料額を５００円とする。

80 （１） 80

80

合計

558

（ Ｂ ） ÷ ６ ０ × （ Ａ ） ＝ 478

物件費

区分 １件当たり経費 積 算 内 訳

人件費

478



別紙２（参考資料）

都市計画法施行規則
第６０条証明手数料

・都市計画法第２９条第１項（開発行為の許可）
・第３５条の２第１項（開発行為変更許可）
・第４１条第２項（市街化調整区域内における開
発許可に際して定められた建ぺい率及び建築
物の高さ等の制限）
・第４２条（開発許可を受けた土地における建築
物の用途の制限）
・第４３条第１項（開発許可を受けた土地以外の
土地における建築等の制限）

左記の規定に適合し
ているもの

6,000円

・都市計画法第２９条第１項（開発行為の許可）
・第３５条の２第１項（開発行為変更許可）
・第４１条第２項（市街化調整区域内における開
発許可に際して定められた建ぺい率及び建築
物の高さ等の制限）
・第４２条（開発許可を受けた土地における建築
物の用途の制限）
・第４３条第１項（開発許可を受けた土地以外の
土地における建築等の制限）

左記の許可をうける
必要がないもの

500円

都市計画法施行規則第６０条証明手数料一覧表

要件


